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処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定
（法令等の規定において言い尽くされているため）

―

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

事業代行開始の決定

都市再開発法第１１２条

個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合におい
て、第１２４条第３項、第１２４条の２又は第１２５条の２の規定による監督処分によっては
事業遂行の確保が図れない場合における事業代行の開始の決定


